
岡山労働局は、このたび「令和４年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などを

めぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、労働局

長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の３つの方法があります。

岡山労働局では、今回の施行状況を受け個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて、

引き続き取り組んでいきます。

１．令和４年度は前年度と比べ、「総合労働相談」、「個別労働紛争相談」、「助言・

指導」、「あっせん」の件数が減少。
• 総合労働相談件数 14,298件（前年度比7.6％減）

→ うち民事上の個別労働紛争相談件数 4,378件（同0.7％減）

• 助言・指導申出件数 109件（同9.2％減）

• あっせん申請件数 30件（同26.8％減）

２．民事上の個別労働紛争の内容別相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が12年連続トッ

プで過去最多。「助言・指導」、「あっせん」の内容別申請件数は、いずれも「いじめ

・嫌がらせ」が最多。

• 民事上の個別労働紛争相談の内容は「いじめ・嫌がらせ」が12年連続で最多。

同内容の相談は1,632件（前年度比1.7％増）で過去最多件数となった。

• 助言・指導の内容別申請件数は「いじめ・嫌がらせ」が36件で11年連続で最多。

• あっせんの内容別申請件数は「いじめ・嫌がらせ」が6件で5年連続で最多。

【ポイント】
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令和４年度個別労働紛争解決制度の施行状況について



○ 県内の総合労働相談コーナーにおける相談件数は14,298件（P4）

相談件数は、平成24年度以降1万3千件台で推移し、ほぼ横ばい状況であったものの、平成27年

度より増加傾向となり平成28年度においては16,229件となった。平成29年度以降は減少に転じてい

たものの、新型コロナウイルスによる雇用環境の悪化もあり令和2年度は過去最大の19,348件と

なったが、令和4年度は令和3年度に続き、前年比で減少となった。

※組織変更によって、平成28年度から総合労働相談コーナーにおいても均等3法に係る相談を取り扱っているため、総合労働
相談件数については、同年以降、統計対象が増えています。

○ 民事上の個別労働紛争に係る相談件数は4,378件（P4,5）

民事上の個別労働紛争に係る相談が、相談件数全体の約3割を占めている。

労働者からの相談3,706件のうち、非正規労働者（短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働

者）からの相談が1,129件と約3割。

相談の内容は、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが1,632件と平成23年度以降12年連続で最多

となり、かつ、令和4年度は過去最多件数となった。

○ 助言・指導制度の受付件数109件（P6）

助言・指導の受付件数は109件で前年度と比べ11件、9.2％減少した。

紛争内容としては、「いじめ・嫌がらせ」が36件で最多。以下、「解雇」（9件）、「労働条件引下

げ」（9件）、「退職勧奨」（9件）等となっている。

令和4年度に処理が終了した助言・指導事案については、申出から1か月以内に、全数処理

を行っている。

○ あっせん受理件数は30件（P7）

あっせん受理件数は30件となり、前年度と比べ11件、26.8%減少した。

紛争内容としては、「いじめ・嫌がらせ」が6件で最多、以下、「解雇」（4件）、「労働条件引下げ」

（4件）等となっている。

令和4年度にあっせんの手続を終了した事案は、すべて2か月以内に処理を終了している。

※ 「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる

紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合

労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助

言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委託して行う「あっせん」

の3つの方法があります。

近年、個別労働紛争の内容は複雑・多様化しているなかで、当該制度は、平成13年10月の法律

施行以降、職場での紛争の簡易・迅速な解決手法として利用されています。
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令和４年度 総合労働相談件数
14,298件

個別労働紛争解決制度の枠組み

関係機関

●岡山県

●裁判所

●法テラス 等

情報提供
連携

労働基準監督署
公共職業安定所
雇用環境･均等部(室)

関係法令に基づく
行政指導等

取り次ぎ

※１ １回で複数の内容にまたがる相談等が行われた場合には、複数の内容を件数に計上している。

※２ 労働局長による助言・指導の処理件数及び紛争調整委員会によるあっせんの処理件数は、年度内に処理が完了した件数で、
当該年度以前に申出または申請があったものを含む。

うち、
●法制度の問い合わせ

（9,841件）

紛争調整委員会によるあっせん

●申請件数（30件）
① いじめ・嫌がらせ ……… 6件
② 解雇 ……………………… 4件
③ 労働条件の引下げ……… 4件

●処理件数（30件） ※２

合意の成立（11件） 取下げ（1件）

打ち切り（不参加）（14件）

打ち切り（不参加以外）（4件）

相談者

労働局長による助言･指導

●処理件数（107件）※２

助言・指導の実施（105件）

取下げ（2件）

申出 申請

申請

●労働基準法等の違反の疑いがあるもの
（3,057件）

内訳

●民事上の個別労働紛争相談
(4,378件)

① いじめ・嫌がらせ ………  1,632件
② 自己都合退職 ……………  795件
③ 労働条件引下げ …………  473件

内訳

総合労働相談コーナー
岡山県内 ７か所

※１
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●申出件数（109件）
① いじめ・嫌がらせ …… 36件

② 労働条件の引下げ …… 9件
③ 退職勧奨 ……………… 9件
④ 解雇 …………………… 9件

※１

内訳



いじめ・嫌がらせ 1632

（30.8%）

自己都合退職 795

（15%）

労働条件引下げ 473

（8.9%）

退職勧奨 414

（7.8%）

解雇 413

（7.8%）

ほか 計 1567

（29.6%）

令和４年度
民事上の個別労働紛争

相談件数
計5,294件

（※内訳延べ合計件数）

（１）相談件数の推移（10年間）

（２）民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数

※ （ ）内は、内訳延べ相談件数に占める割合。四捨五入により端数処理しているため、割合の合計は、100％に
ならないことがある。なお、内訳延べ相談件数は、１回の相談で複数の内容にまたがる相談が行われた場合に、
複数の相談内容を件数として計上したもの。

令和４年度個別労働紛争解決制度の運用状況

１ 総合労働相談
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4,194 4,519 4,411 4,378 

13,404 13,617 14,135 
16,229 

15,095 14,296 
16,112 

19,348 

15,481 14,298 

０

５,０００

１０,０００

１５,０００

２０,０００

２５,０００

０

１,０００

２,０００

３,０００

４,０００

５,０００

６,０００

７,０００

８,０００

９,０００

１０,０００

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

民事上の個別労働紛争相談件数 総合労働相談件数

ほか 計 1567（29.6%）

- 4 -

雇止め 198（3.7%）
賠償 192（3.6%）
出向・配置転換 187（3.5%）
懲戒処分 112（2.1%）
雇用管理改善等 36（0.7%）
採用内定取消 32（0.6%）
その他の労働条件 356（6.7%）
その他 454（8.5%）
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（３）民事上の個別労働紛争｜主な相談内容別の件数推移（10年間）

※ （ ）内は合計件数に占める割合。四捨五入により端数処理しているため、割合の合計は100％にならないこと
がある。

（４）民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数

正社員
1,460 

(33.3%)

短時間労働者
611 (14.0%)

有期雇用労働者
381 (8.7%)

派遣労働者
137 (3.1%)

その他・不明
1,789 

(40.9%)

令和４年度
民事上の個別労働紛争

相談件数
計4,378件

相談者の種類

労働者 3,706（84.7%）
事業主 402（9.2%）
その他 270（6.2%）

※事業主からの相談については、
相談対象の就労形態を計上して
いる。
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２ 都道府県労働局長による助言・指導

（36件）
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※（ ）内は令和4年度
の件数
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（２）主な申請内容別の件数推移（10年間）

（１）申請件数の推移（10年間）

３ 紛争調整委員会によるあっせん
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※（ ）内は令和4年度
の件数



助言・指導の例

令和４年度の助言･指導とあっせんの事例

事例 いじめ・嫌がらせに関する助言・指導

事案の概要

申出人は、同僚数名から無視をされたり、人格を否定するような言動
を受けるようになった。事業主に対し、職場環境の改善を求めたが、対
応してもらえなかった。

申出人は、事業主との話し合いを通じた職場環境の改善を求めたいと
して、助言・指導を申し出たもの。

助言・指導の
内容・結果

● 事業主から事情を聴取し、労働契約法第５条に基づき、労働者の生
命、身体等の安全に必要な配慮をすべき旨を説明するとともに、事態
を放置するとパワハラにつながる可能性もあるため、労働施策総合推
進法の措置義務についても説明し、話し合いによる解決を図るよう助
言した。

● 助言に基づき、事業主は、申出人との話し合いを行い、配置転換や
従業員に対するハラスメント教育等を実施し、職場環境の改善に取り
組んだ。

あっせんの例

事例 解雇に関するあっせん

事案の概要

申請人は経営の赤字を理由として解雇を通告された。
解雇の通告は、事業主に対して労働条件についての説明を求めた直後

になされたものであり、申請人がなぜ整理解雇の対象となったのかにつ
いて事業主から詳しい説明がなかった。

復職したいが、復職ができないのであれば経済的・精神的損害に対す
る補償金として、賃金3か月分の支払いを求め、あっせん申請を行った
もの。

あっせんの
ポイント・結果

あっせん委員が双方の主張を聞いた上で、被申請人に対して、整理解雇
回避の努力や申請人への説明が不十分であることを指摘し、双方の調整を
図ったところ、当事者間の歩み寄りにより、被申請人が申請人に対し、解
決金として賃金３か月分相当額を支払うことで合意が成立し解決した。

- 8 -


